
11月26日（火）、「第１回保安検査の実施主体の円滑な移行等
に向けた実務者検討会議」が開催され、すでに方向性が示されて
いる保安検査の実施主体・費用負担に関する見直しの方向性
（NEWS EXPRESS24-80を参照）について本格的な議論が開始
されました。
本検討会議の委員である全日本交通運輸産業労働組合協議会

（交運労協）の池之谷潤議長は、航空連合の提言を踏まえ、
「国は法改正の趣旨に基づき、航空会社から空港管理者へと実施
主体を移行するにあたって主体的なマネジメントを発揮し、この
タイミングで世界基準に追いつかせることを目標とすべき」など
と発言しました。会議で挙げられた意見などを元に、今年度内に
全空港共通の課題についてとりまとめがおこなわれる見込みです。
航空連合としても引き続き、積極的な発信に取り組んでいきます。
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交運労協・池之谷議長
航空局による論点提示に対し、航空・空港・警備関係
各社・団体や有識者から多くの発言がありました

https://www.jfaiu.gr.jp/files/news/2c0f7aa50ff512fd6cd68349ada27826.pdf
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